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※「チャレンジ支援金」は、6月に全戸配布し募集した「第二地区新規事業」 

の予算を活用して実施した地域支援金です。 

 

 

湯谷団地 湯谷花の輪 

※印刷所により写真を貼付予定 

No.１ No.２ 

No.６ No.４ 

No.３ 

No.５ 

№ 申請団体 事業名 事業概要 補助金額

1
箱清水区

環境美化推進会
環境美化機器整備事業

【草刈機及び付属品の購入と収納庫の購入・設置】
「箱清水遊園地」や道路端に生い茂る雑草を刈り環境美化を維持す
るために、草刈機2台及び付属品を購入する。併せて、草刈機・除
雪機の収納庫を購入し、公民館敷地内に設置する。

200,000円

2
淀ヶ橋区

あすなろ公園愛護会
公園草刈用備品整備事業

【草刈機購入】
区内の「あすなろ公園」・「三角公園」の整備のため、草刈機2台
を購入し、作業の効率化と安全を図る。

299,500円
※一部チャレンジ

支援金

3 東町区
東町屋台蔵

ライトアッププロジェクト

【東町屋台蔵のライトアップ】
東町屋台蔵は長野市で巡行できる最古の屋台を納めている。この屋
台蔵をライトアップし、地元の文化の伝承を人々に意識してもらう
と共に、地域の活性化につなげる。11月1日 点灯式を実施。

196,000円
※一部チャレンジ

支援金

4
湯谷団地区
湯谷花の輪

植栽後の維持管理

【防草シートの購入】
急傾斜地に牡丹、つつじ、あじさい等の植栽をするが、雑草の除去
が急傾斜地のため困難であるので、防草シートを施し、除草作業を
軽減する。

97,812円

※チャレンジ支援金

5 東町区 町民健康促進プロジェクト

【筋トレ器具の購入】
はつらつ体操・ゆる体操に加え、筋トレを行い、一層のフレイル予
防、転倒予防を図る。そのために必要な器具（運動用ベンチ・ダン
ベル）を購入する。

27,852円

※チャレンジ支援金

6
湯谷団地

はつらつ体操クラブ
はつらつ体操

【プロジェクターの購入】
本年度４月から毎週火曜日にはつらつ体操を実施。プロジェクター
で体操の動画を映し、１時間半みっちり体操をしている。
現在、私物により対応しているため、購入する。

59,646円

※チャレンジ支援金

（内訳　支所発地域力向上支援金　500,000円　チャレンジ支援金　380,810円）◀合計　880,810円



 

   

 

求む！ 家事援助協力
● ●

会員‼（地域たすけあい事業） 

 あなたのやさしさおすそ分け 

〇活動内容：住居等の掃除・生活必需品の買い物・食事作り・草取り等のお手伝いができる方 

〇活動時間：平日の 9 時～17 時まで（可能な時間帯で調整可能）※月 1 回、週 1 回程度 OK 

〇協 力 金：1 回／1 時間以内 500 円支給 

地域たすけあい事業とは？ 
お年寄りや障害者の方々が日常生活で困ったときに、地域住民の皆さ

んにより、有償でたすけあう活動です。身のまわりの家事援助や通院等

の外出のお手伝い（福祉移送）を会員登録制で行います。 

〒380-0833 長野市大字鶴賀権堂町 2201 番地 20 権堂イーストプラザＮＤ1 階 

℡：262-1263（ＦＡＸ兼用） Ｅ-mail：dainitiku@energy.ocn.ne.jp 

 

▲スノーピークテント エントリーパックTT 4人用  

応募・お問い合わせ先 ☎２３８－２８２０ 

中心 5 地区たすけあい事業コーディネーター（浅倉・掛川） 

▲折り畳み式 アルミ製リヤカー  

▼HONDA インバーター発電機 

ガスパワー ｅｎｅｐｏ 

▲業務用冷水高圧洗浄機 実演風景 

安心・安全な地域を目指した取組みを進めよう！ 

 令和元年の台風１９号は身近に発生した大きな自然災害として、第二地区の住民の皆様も自分事として受け
止め、募金活動やボランティア活動、仮設住宅の住民の皆様との交流等にご協力をいただきました。 
 第二地区も大雨の際は土砂崩れ等の危険があり、いつ起きてもおかしくない災害に備えるため、本年度は次
の内容を実行しました。 
 ① 防災基金の設立  昨年の台風１９号の第二地区の募金(1,676,574 円)のうち 296,574 円を第二地区

の防災基金（総額１５０万円）にあて、万一発生した災害への機動力を高めます。 
 ② 防災用品の購入  発電機７台、高圧洗浄機７台、折りたたみリヤカー４台、テント５張等を購入しま

す。危険の分散のため、各町の公民館等に置かせていただきますので日頃から活用
してください。貸出できる用品のリスト及び手続きは改めて周知します。 

 ③ 自主防災会連絡  消防署からの要請もあり、自主防災連絡協議会（第二地区の自主防災会の集合体）
協議会の設立   を設立しました。 

住自協の環境安全部会、各町の自主防災会（防災指導員等）、防災士が一体となっ
て防災訓練等を行います。 

 

◀R 元年 

 12 月 

桜堤にて 


